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聖籠町告示第３６号  

聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を

定める要綱の一部を改正する告示を次のように定める。  

  令和元年９月３０日  

聖籠町長 西脇 道夫   

聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額

等を定める要綱の一部を改正する告示  

聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を

定める要綱（平成２９年聖籠町告示第１３号）の一部を次のように改

正する。  

 別表第１中「２６０単位」を「２６４単位」に、「３７５単位」を「３

７７単位」に改め、別表第２中「４３０単位」を「４３１単位」に改め

る。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この告示による改正後の聖籠町介護予防・日常生活支援総合事業

第１号事業支給費の額等を定める要綱の規定は、この告示の施行の

日以後に居宅要支援被保険者等が受けた第１号訪問事業、第１号通

所事業及び第１号介護予防支援事業に係る第１号事業に要する費用

の額の算定について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受け

た第１号訪問事業、第１号通所事業及び第１号介護予防支援事業に

係る第１号事業に要する費用の額の算定については、なお従前の例

による。  


